
子ども・子育て支援新制度の施行に必要とされている各種基準を定める 

条例骨子案へのご意見募集（パブリックコメント）の結果について

1 募集期間 

平成 26 年 4 月 28 日（月）～平成 26 年 5 月 16 日（金）

2 閲覧場所  

（1） 岡山市ホームページ

（2） 市役所本庁（こども園推進課<9 階>､情報公開室<2 階>）､各区役所、各支所､

各地域センター､各福祉事務所

3 提出方法 

電子メール・ファクシミリ・郵送・持参又は市ホームページの「入力フォーム」

4 提出先 

岡山市岡山っ子育成局こども園推進課

5 ご意見募集結果 

（1） 提出者数：50 人

提出方法別提出者数

電子メール 3 人

ファクシミリ 21 人

郵送 15 人

持参 １人

入力フォーム 10 人

    計               50 人

（2） ご意見数：76 件（本条例案の内容に関するご意見でないものを除く。）
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6　ご意見の概要と本市の考え方

件数 本市の考え方

1
１学級３５人以下は、多すぎるのではないか。１人
の職員で対応できる人数ではない。

7

2 職員配置は、国の基準以上にするべきではないか。 5

3
満１歳以上満３歳未満の６人につき１人から、満３
歳以上から２０人に１人になるのは、職員にとって
負担が大きいのではないか。

1

4
「助保育教諭若しくは講師をもって代えることがで
きる」範囲が学級数の３分の１は、多いのではない
か。

1

5 職員数の示し方がおおまかで分かりにくい。 3
　受け入れる子どもの人数によって状況が変わるた
め、目安として「おおむね」と表記しています。

6
施設は、２階以上を認めるべきでない。又は３階以
上を認めるべきでない。

5

7
面積基準は、国の基準を上回るものにすべきではな
いか。

2

8 保育室と遊戯室は、兼用すべきでない。 1

9 園庭は、代替地を不可とすべきではないか。 1

10 ＡＥＤを設置基準に入れるべきではないか。 1

11
予備（使っていない）保育室についての基準を入れ
てもらいたい。

1
　保育室は、できるだけ保育に活用したいと考えて
います。

12
発達に合わせた遊具や園庭を整備する基準を設ける
べきではないか。

2
　本条例は、最低限備えるべきものを定めているも
のであり、ご意見の基準は、別途「施設整備指針」
などで定められると考えています。

13
教育時間４時間は短い。１日８時間とすべきではな
いか。

2

　幼保連携型認定こども園の教育・保育は幼保連携
型認定こども園教育・保育要領に沿って行われ、
「１日の教育課程に係る教育時間は、４時間を標準
とする」と定められています。
　教育課程の編成は、国立・公立・私立を問わず、
教育基本法や学校教育法などの法令や幼保連携型認
定こども園教育・保育要領により規定されており、
これらに従うことになります。

14
「子育て支援事業の内容」、「地域との連携等」、
「苦情への対応」は、参酌基準でなく、従うべき基
準にするべきではないか。

2
　ご意見としていただいた項目は、教育・保育を担
う施設として重要であり、本市の基準としたいと考
えています。

15
自園調理を基本とすべきで、外部搬入を認めるべき
ではない。

2

　子どもの心身の成長・発達に大きな影響を与え、
「食を営む力」を培う基礎となる食事の提供は、教
育・保育の観点から重要であり自園調理が基本であ
ると考えています。
　外部搬入は、同一敷地内にある他施設やその他の
連携施設に調理室を備えている場合など、限定的な
ケースが想定されます。

16

幼保連携型認定こども園についての基準のみを示す
べきであり、「他の学校又は社会福祉施設の職員を
兼ねるときの基準」と「他の学校又は社会福祉施設
等の施設を兼ねるときの基準」は削除すべきではな
いか。

1
　どちらも幼保連携型認定こども園の運営に関する
基準であり、規定する方向で考えています。

17
「職員」と「児童福祉施設の職員」とあるが、その
違いは何か。表記を統一すべきではないか。

1 　表記の誤りで、「職員」に統一します。

18 附則（ｐ．１１）の３（３）の意味が分からない。 1
　表記の誤りで、「園児が日常的に利用できる場所
であること。」に訂正します。

39

岡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準案

ご意見の概要

「学級の編制及び職員に関する基準」に対するご意見

「設備に関する基準」に対するご意見

「運営に関する基準」に対するご意見

その他、表記に関するご意見

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用」に対するご意見

合計

　幼保連携型認定こども園の学級編制や職員数につ
いてのご意見は、満３歳以上の教育・保育の効果、
厳しい財政状況、人材不足などを踏まえ、今後の参
考にさせていただきます。
　なお、３５人は１学級の上限の人数であり、１人
の職員が対応する園児の数ではありません。

　設備に関する基準についてのご意見については、
現在の幼稚園・保育園の運営状況や厳しい財政状況
などを踏まえ、今後のより良い教育・保育環境の整
備の参考にさせていただきます。
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件数 本市の考え方

19

保育に携わる職員は、すべて「保育士または同等以
上の知識経験を有する者」とすべきではないか。特
に、居宅訪問型事業の職員に対しては、加えて施設
での保育経験を問うべきではないか。

6

　家庭的保育者は、「市町村長が行う研修を修了した保
育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると
市町村長が判断した者」とされており、また、家庭的保育
補助者も「市町村長が行う研修を修了した者」とされてい
ます。これらの研修により、質の確保を図りたいと考えて
います。

20
避難訓練等・運営等の規定（ｐ. １４）及び諸帳簿
（ｐ. １９）について、参酌基準でなく、従うべき
基準にすべきではないか。

2
　ご意見としていただいた項目は、保育を担う事業者とし
て重要であり、本市の基準としたいと考えています。

21
自園調理を基本とすべきで、外部搬入を認めるべき
でない。

2 　Ｎｏ．１５のとおりです。

22 園庭は、園舎に隣接とするべきではないか。 1

23 保育を行う部屋は、２階以下とすべきではないか。 1

24
「研修」を従うべき基準に盛り込むべきではない
か。

1
　ご意見としていただいた項目は、教育・保育を担う施設・
事業者として重要であり、本市の基準としたいと考えてい
ます。

25
小規模保育事業（ｐ. ２３）の類型Ａ・Ｂ・Ｃのい
ずれも、保育士・嘱託医・調理員を必置にすべきで
はないか。

1

　新制度における小規模保育事業の類型Ａ・Ｂ・Ｃについ
ては、既存の多様な事業形態からの移行を想定した上
で、職員配置等の基準を設けています。国が示した事業
者への給付費額の見込みでは、Ａ型とＢ型の給付費に差
を設けることで、保育士の配置を進めて行く方針です。
　食事については、自園調理を原則としており、認可保育
所等からの搬入など限られた場合のみ自園調理を行わ
ず、調理員の配置が不要となります。

26
事業所内保育で１９人以下の場合は、小規模保育事
業のＡ型基準を適応するべきではないか。

1

　新制度における事業所内保育事業の基準は、既存の事
業所からの移行を想定した上で、小規模保育事業Ｂ型と
同様の職員配置の基準を設けています。
　国は保育の質の向上を図るため、１９人以下の事業所
内保育事業について、Ａ型相当の基準で職員配置をした
場合には、より高い給付額を支払う予定としています。

27 企業参入を除外する規定を定めるべきではないか。 2

　地域型保育事業では、「保育需要の増大に機動的
に対応できるよう、客観的な認可基準に適合する」
ことが求められるとともに、特に社会福祉法人・学
校法人以外に対しては、「経済的基礎、社会的信
望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満た
す」必要があります。このため、いずれの事業者
も、安定的・継続的な運営、認可基準の遵守、質の
高い保育などが求められ、法人格等による違いは無
いものと考えています。

17

岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準案

ご意見の概要

合計

　地域型保育事業のコンセプトとして、「地域における多様
な保育ニーズにきめ細かく対応できる、質が確保された保
育を提供し、子どもの成長を支援する」ことが挙げられま
す。多様な保育ニーズにきめ細かく対応するため、多様な
スペースの活用が必要であると考えています。
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件数 本市の考え方

28
施設ごとに基本定員を定めなければ、保育標準時間
児の子どもばかりになる施設が出てくるのではない
か。

1

　市町村は、次の点を踏まえて、各施設・事業の利
用定員を定めた上で確認を行います。
①教育・保育施設の最低利用定員は、２０人以上。
（幼稚園は適用なし）
②利用定員は、認定区分（１号～３号）ごとに設
定。３号認定（保育認定・満３歳未満）は、０歳と
１・２歳に区分。
③利用定員は、認可定員と一致させることを基本と
し、実情に応じて対応。

29
幼稚園の定員と保育園の定員を一本化することによ
り、待機児童の把握が難しくなるのではないか。

1

　各施設・事業者は、確認の際に設定した利用定
員、学級数、在籍子ども数を公表しなければなりま
せん。また、当分の間、保育を必要とする全ての子
どもの施設・事業利用について、市町村が調整する
こととなっており、子どもの入園状況などは、今後
も正確に把握していきたいと考えています。

30
応諾義務について、入園を断らない場合の要件を明
確にすべきではないか。

1

　施設・事業者は、保護者から利用申込を受けたと
きは、正当な理由がなければ拒んではならないとさ
れており、「正当な理由」については、①定員に空
きが無い場合、②定員を上回る利用申込があった場
合、③その他特別な事情がある場合などを基本とし
ています。定員を上回る利用申込があった場合は、
各園で選考を行うことが可能ですが、予め選考方法
の明示が求められます。

31 企業参入を除外する規定を定めるべきではないか。 1
　Ｎｏ．２７の要件については、地域型保育事業だ
けでなく、教育・保育施設においても求められ、法
人格等による違いは無いものと考えています。

32
悪質な業者を摘発できる仕組みを整えるべきではな
いか。

1

33
子ども・子育て会議で「確認」の基準を決めるべき
ではないか。

1

34
指導・監査、命令、監督ができる仕組みにすべきで
はないか。

3

35
事故等があった際に、速やかに行政が介入し、指
導・監督できることを明記すべきではないか。

3

36
利用する施設・サービスにより、基準に違いがある
べきではない。

6

　各基準が異なるのは、施設・事業の形態の違いに
よるとともに、国の方針として、既存の施設や事業
から新制度への移行をより円滑に行うために必要と
されているものと考えています。

37
施設・事業の全てについて、会計・決算、苦情処
理、安全への配慮を公開することを明記すべきでは
ないか。

2

　「確認」を受けるためには、会計処理の基準を満
たさなければなりません。また、施設・事業者の透
明性及び教育・保育の質の向上を促すため、「確
認」を受けた施設・事業者は教育・保育に関する情
報を報告し、都道府県が公表することとなっていま
す。相談・苦情等への取組状況や事故発生時の対応
についても、対象とされています。

20

岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準案

ご意見の概要

合計

　「確認」は、設備や職員配置など、施設・事業の
認可基準を満たしている施設・事業について、子ど
も・子育て会議でご意見を伺いながら行います。運
営基準の遵守のため、「確認」を受けた施設・事業
に対しては、市町村が指導監査（立入検査、勧告・
措置命令、確認取消し等）を行う仕組みとなってい
ます。さらに、家庭的保育事業者に対して、設備及
び運営基準の遵守のため、年１回の実地検査を行う
旨の規定が定められる予定です。
　「確認」を受けた施設・事業者は、施設・事業者
の透明性及び教育・保育の質向上を促すため、設置
者・施設の状況や運営状況などの情報を公開するこ
ととされています。
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件数 本市の考え方

38 今回のパブリックコメントの実施について 3

39 新制度の周知について 7

40
岡山市の幼保連携型認定こども園の整備・統廃合・
民営化など、今後の取組について

12

41
幼保連携型認定こども園の教育・保育内容など、運
用について

15

42
制度運用に伴う職員の意識統一や職員配置など、職
員体制整備について

9

43 災害時の給付制度について 4

44 保育士確保について 2

45 入園の手続きや保育料について 3

46 子ども・子育て会議の協議内容について 2

47 岡山市の子育て支援施策全般について 2

48 市立幼稚園と私立保育園の一体的な運営について 1

49 国の制度全般について 8

50 継続的な運営支援について 5

51 その他（ご意見ではなくご質問） 8

ご意見の概要

その他（ご意見募集の対象以外）

　ご意見募集の対象以外のご意見などにつきまして
は、回答はいたしませんが、お寄せいただいたご意
見に関しましては、今後の参考とさせていただきた
いと考えています。

4


